
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ミッション 

 

雄大な浅間山、清流千曲川など人々を感動させる景観や、豊かな森や水資源を

守り育み、活かすことにより、住む人・訪れる人が住み心地・居心地の良い環境

づくりを進める。 

 

◎人を感動させ、癒す力を持つ景観や自然環境を、積極的に活用することにより

保全につなげる。 

 

◎ごみの減量と再資源化を進め、資源を大切に利用する循環型社会を目指す。 

 

◎今ある豊かな自然と環境を、健全な形で未来につなげる。 

 

◎水源地域の環境を保全し、適正な排水処理により公共用水域を守る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【政策２】環境 

◆目標 

自然環境を守り、循環型社会の進んだまち 

所管：市民生活部 



小諸市第 11次基本計画（第２部：基本計画 第４章：政策） 

 

 

 

 

◆方 針 

◎人を感動させ、癒す力を持つ景観や自然環境を、積極的に活用することによ

り保全につなげる。 

 小諸の貴重な財産である景観や自然環境を各種事業等で積極的に活用し、自

然環境の持つ「人々を感動させ、癒す」力などについて、住む人・訪れる人と一

緒に楽しみ・考え・行動することにより、自然環境の健康（育成・保全）へとつ

なげる。さらに市民の環境意識の向上のため、市民・事業者等の主体的な参加と

協働により、市内全域で景観美化活動に取り組み、住む人も訪れる人にとっても

住みたくなる美しい環境を維持・保全する。 

 

 

◎ごみの減量と再資源化を進め、資源を大切に利用する循環型社会を目指す。 

 かけがえのない地球環境を次世代に引き継ぐため、環境への負荷に配慮し、ご

みの減量と再資源化を進めるとともに、廃棄物の適正処理の徹底や不法投棄防

止のための取り組みを強化し、循環型社会の構築に努める。 

 

  

◎今ある豊かな自然と環境を、健全な形で未来につなげる。 

 景観条例等各種法令の遵守や「太陽光発電事業の適正な実施に関するガイド

ライン」等に基づき再生可能エネルギーを推進することにより、小諸の美しい景

観や豊かな自然環境及び市民の安全で安心な生活環境との調和を図り、現在の

環境を健全な形で未来へつなげる。 

また、「小諸市気候非常事態宣言」に沿って、市民、事業者、行政が一丸とな

って、地球温暖化対策に取り組み、持続可能な地域社会を目指す。 

 

  

◎水源地域の環境を保全し、適正な排水処理により公共用水域を守る。 

 水資源の確保、水の安定供給を図るため、水源地域の環境を保全する。また公

共水域の保全のため、地域の状況に応じた水洗化を推進するとともに、水質調査

を行い、かけがえのない地下水の汚染を未然に防止する。 

 

 

 


